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１．基本的考え方

農村整備事業の効率的実施に向けた見直しの方針

１

農村の特性

国の役割

地方分権の推進

①食料生産の場であるとともに、地域住民の生活
の場。
②地域保全活動は、担い手農家だけではなく、
様々な地域の人々により担われてきた。
③風土、景観、自然環境、文化は農業の営みと
農村コミュニティによって育まれてきたもの。

①食料の安定供給の確保と多面的機能の発揮。
②農業の持続的発展と農村の振興を支援。
③健全な農業と活力ある農村コミュニティの維持
について、国民の理解を得る。

①地域の主体的な取組みを支持。
②地方の裁量が活かせる事業制度への拡充。

地
方
分
権
の
推
進
・
農
村
整
備
事
業
の
一
層
の
効
率
的
実
施

（１）施策の展開方向の重点化

（２）効率的事業実施のための制度の見直し

（３）効果発現に向けた取り組みの強化

国と地方の適切な役割分担の下で、以下
のテーマに重点化した施策を展開

（１）地域の個性ある美しいむらづくりの推進
（２）自然環境保全・再生の取組みの推進
（３）農村の特性を活かした快適な暮らしの確保
（４）資源循環型社会の実現
（５）市町村合併の支援と力強い地域づくりの促進

（１）地方の裁量の一層の拡大
①統合補助金化の推進
②横型統合補助金の制度拡充

（２）整備対象工種の整理・統合等
①整備対象工種の整理・統合
（現行２５工種を約半数に大括り）
②新規採択事業費規模の引き上げ

①整備・構想段階からの住民参加を支援
②地域リーダー育成やＮＰＯ支援
③直営施工（住民参加型施工）の推進



○生活環境整備の進展
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      「公共施設状況調」

注：１）大都市とは、政令指定都市を

     指す。

     ２）中都市とは、特別区、政令指

     定都市を除く人口１０万人以上の

     市を指す。

○道路舗装率の推移 ○汚水処理施設の推移
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○農村整備事業の展開方向

３
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生 産 交 流生 活

直営施工・住民参加型施工等による事業実施
（住民、ＮＰＯ等が実施できるもの）

ほ場整備
用排水路
農道
等

農業集落道
農業集落排水
地域資源利活用
施設
自然・生態系保全
整備
等

集落農園整備
歴史的土地改良
施設保全
非農用地の創設
等

美しいむらづくり、自然環境保全・再生の取組み

市町村合併の支援

小水力発電、バイオマス利活用

都市と農村の
共生・対流

・農業生産基盤と関連の薄いもの
・事業費規模の小さな個別整備

・整備対象工種の整理・統合
・新規採択事業費規模の引上げ

新規地区採択基準
の引き上げ

・県営
1億円→2億円
・団体営
0.5億円→2億円



２．地方の裁量の一層の拡大

【一般の補助事業】

Ｈ１２年度
○統合補助事業の導入

Ｈ１３年度
○集落排水事業（５００人以下）
○農村振興総合整備事業を追加

Ｈ１４年度
○全ての集落排水事業を統合補助
事業化

第２次地方分権推進計画（Ｈ１１年３月）

Ｈ１６年度に向け、統合補助事業の一層の拡充
（農・林・水に係る補助金を市町村に対して
施策横断的に一括交付）

統合補助事業の拡大

Ｈ１５年度
○横型統合補助事業を創設

市町村営事業
に占める割合

１７％

１９％

８４％

８５％

○統合補助金の仕組み○統合補助金化の推進

４

○国が地区毎に補助金を交付
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【横型統合補助事業】

○都道府県が市町村毎に補助金を
一括して交付
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３．農村振興に重点を置いた整備対象工種（メニュー）の整理・統合の考え方

○農村生活環境に係る国庫補助事業については、農業生産基盤の整備と関連するものに
一層重点化する。（平成１４年１１月１日、経済財政諮問会議）

基本方針

○農村生活環境整備に係る工種を農業生産基盤の整備との関連や農業振興の視点から
見直す。

・農業生産基盤の整備と一体的な整備であるか。
・農業生産基盤の「高度な利活用」を行うために必要な整備であるか。

工種の見直しの基本的考え方

・営農の高度化

・農業を支える人材育成や営農の
組織化

・都市住民との交流等を通じた農
業の活性化

「高度な利活用」の内容

農業生産技術の向上
集団的な転作
環境と調和した農業の実践
生産物の高付加価値化 等

特色ある農産物の販売促進
地域資源に関する情報発信に
よる農業理解の増進 等

５

農業生産基盤と関連の
強い工種

整備目的・内容によっては
農業生産基盤との関連が
認められる工種

農業生産基盤との関連
が薄く、今後、地方の自
主的な事業により対応
することが適当な工種

［存 続］

農業集落道
営農飲雑用水施設
農業集落排水施設
集落農園整備

等

［原 則 廃 止］

農村公園施設
歩行者専用遊歩道
移動通信施設

等

［工種の統合・
採択基準の明確化］

水辺環境整備
緑化施設整備
↓

自然環境・生態系保全施設整備
等

農村居住者の生活改善や健康
増進等、多目的に利用される
「コミュニティ施設」については

廃止して、
「地域農業活動拠点施設」
とし、新たな農業生産活動や
農業生産基盤の維持管理等の
活動拠点としての整備に限定。
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４．効果発現に向けた取組み強化

○大学等と連携したワークショップ等の
開催による地域住民の能力構築

○地方公共団体関係者、地域関係者を
地域リーダーとして育成

○地域活動計画、条例や協定策定の支
援
○地域推進体制やＮＰＯ設立に向けた
取り組みへの支援
○継続的な維持管理・利活用を推進す
るための計画策定・体制づくりへの支
援

○住民参加による施設整備に関する
情報提供、技術支援

・工事コストの縮減
・効率的な事業実施

・適切な維持管理を通じた
農業生産基盤と社会資本
の長寿命化

・地域農業と地域社会
の活性化

・地域の自主的な取り組み
による地方の役割の拡大

持続的な農業の展開、多面的機能の適切な発揮と地域の活性化

計画策定
構 想

能力構築

体制整備

施 工

施設利用
維持管理

事業の段階 住民参加等の取組 期待される効果

計 画

現在の取り組み

事業の実施を契機とした地域住民が
主体となった地域づくりに向け、ワーク
ショップの開催、人材育成、住民参加
型施工等の活動に対して支援をおこな
う。

※農村振興支援事業

ワークショップの開催

住民参加型施工

事業の実施

構想段階

集落保全活動
継続的な

住民主体の地域づくり

６


